
瀬戸市教育委員会１０月定例会 

 

１ 瀬戸市教育委員会教育長職務代理者の指名について 

 

２ 報告 

 (1) 催物の後援・推薦に係る審査結果報告について    （教育政策課長）・・・Ｐ１ 

 (2) 催物の後援・推薦に係る実績報告について      （教育政策課長）・・・Ｐ２ 

(3) 菱野団地における学校再編に係る新小学校の校名選定について 

（教育政策課長）・・・Ｐ３ 

(4)  第２８回図書館まつりの開催について          （図書館長）・・・Ｐ４ 

(5)  市民スポーツデーについて        （参事兼スポーツ課長）・・・別添資料 

 

３ 議案 

第３１号議案 瀬戸市教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部改正について                 

（教育政策課長）・・・Ｐ５ 

  第３２号議案 瀬戸市教育委員会決裁規程の一部改正について 

（教育政策課長）・・・Ｐ７ 

  第３３号議案 瀬戸市教育委員会公告式規則の一部改正について 

（教育政策課長）・・・Ｐ８ 

  第３４号議案 瀬戸市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止について 

              （まちづくり協働課長）・・・Ｐ10 

  第３５号議案 瀬戸市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則の制定について 

 （まちづくり協働課長）・・・Ｐ11 

  第３６号議案 瀬戸市文化財保護条例施行規則の廃止について 

（文化課長）・・・Ｐ17 

  第３７号議案 瀬戸市スポーツ推進委員に関する規則の廃止について 

              （参事兼スポーツ課長）・・・Ｐ18 

 

４ そ の 他 

・日程について                           ・・・Ｐ19 
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 許

可
年

月
日

 

 (
整
理
番
号
) 

チ
ラ
シ
等
 

1 
令
和

6
年

8
月

29
日
 

地
域
別
県
民
文
化
大
祭

典
20
24

中
央
実
行
委
員

会
 
私
学
を
よ
く
す
る

愛
知
父
母
懇
談
会
、
愛

知
県
高
校
生
フ
ェ
ス
テ

ィ
バ
ル
実
行
委
員
会
、

NP
O
法
人
ア
ス
ク
ネ
ッ

ト
、
愛
知
県
私
立
学
校

教
職
員
組
合
連
合
 

地
域
別
県
民
文
化
大
祭
典

20
24
 

県
下

40
会
場
 

令
和
６
年
９
月
２
９
日
(日

)～
令
和
６

年
１
２
月
１
日
(日

) 

地
域
・
家
庭
・
学
校
が
協
力
し
合
う
こ
と
を
も

っ
て
、
愛
知
県
に
お
け
る
教
育
の
振
興
に
寄
与
す

る
。

 

後
援
(継

続
) 

入
場
料
 
大
人
：
1,
00
0
円
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ど
も
：
50
0
円
 

参
加
料
 
無
料
 

令
和

6
年

9
月

4
日
 

（
6-
79
-5
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2 
令
和

6
年

9
月

4
日
 

尾
張
瀬
戸
武
田
信
玄
古

城
再
建
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

チ
ー
ム
 

瀬
戸
武
田
信
玄
公
歴
史
探
索
プ
チ

イ
ベ
ン
ト
開
催
 

山
口
憩
い
の
家
 

令
和
６
年
１
０
月
１
３
日
(日

) 

瀬
戸
に
残
さ
れ
て
い
る
武
田
信
玄
の
史
跡
や
文

化
財
等
の
探
索
、
勉
強
会
 

後
援
(継

続
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入
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無
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参
加
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50
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円
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和

6
年

9
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6
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6-
80
-5
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○
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令
和

6
年

9
月

4
日
 

旭
精
機
工
業
株
式
会
社
 

尾
張
旭
市
と
瀬
戸
市
の
ア
ー
ル
ブ

リ
ュ
ッ
ト
作
品
展
 

尾
張
旭
市
文
化
会
館
 
展
示
ロ
ビ
ー
 

令
和
６
年
１
１
月
２
２
日

(
金

)
～
令
和

６
年
１
２
月
１
日
(日
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瀬
戸
市
と
尾
張
旭
市
及
び
近
隣
の
障
が
い
者
の

支
援
事
業
所
等
で
製
作
さ
れ
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絵
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ラ
ス
ト
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創
作
物
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民
の
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に
見
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き
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障
が
い
者
の
方
々
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こ
と
を
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っ
て
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く
と
共

に
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作
品
を
出
展
頂
い
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創
作
意
欲
に
つ
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が
る
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と
な
れ
ば
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え
て
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り
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す
。
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続
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○
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or
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日
井
神
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和
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戸
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工
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せ
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ず
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定
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レ
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戸
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工
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１
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２
３
日
(土

・
祝
)～

令

和
７
年
３
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３
１
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せ
と
や
き
っ
ず
検
定
・
せ
と
や
き
っ
ず
プ
レ
ミ

ア
ム
検
定
は
、
子
ど
も
た
ち
が
瀬
戸
焼
の
歴
史
や

文
化
を
楽
し
く
学
ぶ
こ
と
を
通
じ
て
、
ふ
る
さ
と

瀬
戸
市
へ
の
誇
り
と
愛
着
を
育
む
こ
と
を
目
的
と

し
て
開
催
す
る
も
の
で
す
。
 

後
援
(継

続
) 

入
場
料
 
無
料
 

参
加
料
 
無
料
 

令
和

6
年

9
月

13
日
 

（
6-
84
-5
7）
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令
和

6
年

9
月

9
日
 

リ
ー
フ
ラ
ス
ス
ポ
ー
ツ

ス
ク
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ル
、
ベ
ー
ス
ボ
ー

ル
ス
ク
ー
ル
ポ
ル
テ
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ポ
ー
ツ
の
無
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体
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会
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球
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ラ
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公
園
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ラ
ウ
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ド
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ラ
ウ
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ド
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０
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０
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戸
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達
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催
物
の
後
援
・
推
薦
に
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績
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開
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後
援
・
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1 
令
和

6
年

9
月

4
日
 

後
援

(継
続
) 

瀬
戸
将
棋
文
化
振
興
協
会
 
公

益
財
団
法
人
 
瀬
戸
市
文
化
振

興
財
団
 

会
長
 
水
野
 
和
郎
 

瀬
戸
将
棋
文
化
振
興
協
会
杯

「
夏
休
み
瀬
戸
将
棋
グ
ラ
ン
プ

リ
20
24
」
 

瀬
戸
市
文
化
セ
ン
タ
ー
 

令
和
６
年
８
月
１
８
日
(日

) 
参
加
人
数
：
11
0
人
 

当
イ
ベ
ン
ト
に
対
す
る
信
頼
感
・
安
心
感
が
増
し
、
多
く
の

方
に
ご
参
加
い
た
だ
け
ま
し
た
。
 

2 
令
和

6
年

9
月

9
日
 

後
援

(継
続
) 

愛
知
工
業
大
学
 

後
藤
 泰

之
 

ま
る
ご
と
体
験
ワ
ー
ル
ド
 

愛
知
工
業
大
学
 
八
草
キ
ャ
ン
パ

ス
 

令
和
６
年
８
月
８
日
(木

) 

参
加
人
数
：
61
4
人
 

後
援
名
義
を
使
用
さ
せ
て
い
た
だ
く
事
で
、
保
護
者
か
ら
の

信
頼
を
得
る
事
が
出
来
た
。
お
陰
様
で
、
講
座
定
員
を
は
る
か

に
上
回
る
お
申
し
込
み
を
い
た
だ
い
た
。
こ
れ
も
後
援
名
義
を

使
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
効
果
に
よ
る
も
の
と
心
得
て
い
る
。
 

3 
令
和

6
年

9
月

3
日
 

後
援

(継
続
) 

公
益
財
団
法
人
瀬
戸
市
文
化
振

興
財
団
 

瀬
戸
市
文
化
協
会
 

理
事
長
 
川
本
 
雅
之
 

２
０
２
４
文
化
体
験
講
座
 

瀬
戸
市
文
化
セ
ン
タ
ー
文
化
交
流

館
他
 

令
和
６
年
７
月
２
１
日
(日

)～
令

和
６
年
８
月
２
８
日
(水

) 

参
加
人
数
：
24
7
人
 

小
中
学
校
へ
の
チ
ラ
シ
を
ス
ム
ー
ズ
に
配
布
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
ま
た
、
受
講
さ
れ
る
方
に
も
安
心
感
を
与
え
て
い
る
。 

4 
令
和

6
年

9
月

4
日
 

後
援
 

愛
知
工
業
大
学
 
菱
野
団
地
に

お
け
る
多
世
代
交
流
促
進
兼
課

題
解
決
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
 

岡
田
 
大
輝
 

家
の
模
型
を
つ
く
ろ
う
 

ひ
し
の
ミ
ナ
ク
ル
 

令
和
６
年
８
月
１
７
日
(土

)～
令

和
６
年
８
月
３
１
日
(土

) 

入
場
人
数
：
10

人
 

保
護
者
の
方
の
安
心
感
が
違
う
と
感
じ
た
。
 

※
「
参
加
人
員
」
…
主
催
者
を
除
く
事
業
へ
の
参
加
者
数
 
 
 
※
「
入
場
人
員
」
…
催
物
の
一
般
入
場
（
来
場
）
者
数
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このたび、2026 年春に開校予定の新小学校名を選定いたしました。 
 

みつば小学校 
 

 

（概要） 

令和 6 年 7 月 1 日（月）から 8 月 1 日（木）まで実施しました新小学校の校

名募集につきましては、大変多くのご応募をいただき、誠にありがとうございま

した。おかげさまで、応募総数は 537 点となりました。 

このうち、わかりやすく、親しみやすい名前であること、学校再編の基本コン

セプトである「子ども一人ひとりの多様な幸せ（Well-being）を中心に、誰一人

取り残されない、多様な学び合いの創造～地域とともに歩む“未来志向”の学び

舎～」に相応しいものや、一人ひとりが輝ける学校を目指し、イメージにふさわ

しい名前であることなどを基準とし、市長と瀬戸市教育委員会が選定した結果、

次の校名を選定いたしました。 

なお、みつば小学校と近接する光陵中学校については、施設分離型小中一貫校

（呼称：光陵学園）として、施設分離型小中一貫校における教育モデルとして取

り組みを進めていきます。 

 

          施設分離型小中一貫校（光陵学園） 

    

         みつば小学校      光陵中学校 

 

 

 

 

 

 

今後は瀬戸市立学校設置条例などを改正するとともに、校章や校歌を決定する

予定です。 

 

■教育委員会事務局(教育政策課) 
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           第２８回「図書館まつり」の開催について 

 

図書館では、読書週間（１０月２７日～１１月９日）にあわせ、「図書館まつり」を開催します。 

内 容 日 時 場 所 定員等 

３つのテーマ展示 

・国際芸術祭「あいち」地域展開事業 

「底に触れる 現代美術 in 瀬戸」 

・「多様な性について理解を深めよう」 

・本屋の未来 

 

10月１日（火）～ 

10月 22日（火） 

 

 

 

図書館 1階 

玄関展示 

 

 

 

・自由参加 

 

 

 

 

映画上映会 

『恐竜の黙示録 あかされる絶滅の瞬間 １』 

日本語字幕 51分 

上映後、感想などを参加者同士で伝え合います。 

10月 16日（水） 

午前 10時～11時 30分 

図書館１階 

集会室 

・定員 25名（先着順） 

直接会場へ 

（9時 45分から入場可） 

国際芸術祭「あいち」地域展開事業 

アーティストトーク in瀬戸市立図書館 

地域展開事業出展アーティスト植村宏木氏が作品制作ま

つわるエピソードや作品に込められた思いについて話し

ます。 

 

10月 19日（土） 

午後 3時～4時 

 

 

図書館 1階 

集会室 

・自由参加 

 

国際芸術祭「あいち」地域展開事業 

「坂道まぼろし夜市」 

 音楽ライブ、キッチンカー、屋台の出店 

 

10月 19日(土) 

午後 4時～8時 

図書館 ・自由参加 

キッズルームで遊ぼうよ！  
子ども専用スペースで、親子で楽しく絵本を読む

ことができます。また、ミニ絵本作りなども自由

にできます。 

 

 

10月 24日（木）～ 

11月 1日（金） 

午前 9時～午後 6時 

（最終日は午後 4時まで） 

 

図書館 1階 

集会室 

 

 

 

･自由参加 

<期間中は毎日読み聞か

せを実施> 

午前 11時～11時 30分 

 

瀬戸市みんなの生活展 
身近な SDGs 私たちの生活と「水」 

 

10月 24日（木）～ 

11月 26日（火） 

図書館 2階 

市民ギャラリー 

・自由参加 

 

高校生ビブリオバトル 2024 
 高校生がお薦めの本を発表し、参観者が一番読み 

たくなった本に投票し「チャンプ本」を決めます。 

 特別審査員に気象予報士、東京造形大学特任教授

『天気で読み解く名画』著者の長谷部愛氏をお迎え

します。 

 

10月 26日（土） 

午後 1時 30分～3時 30分 

※発表者の人数により終了

時間が前後する可能性あり 

せと末広商店街 

ニコニコ広場 

<参観者募集> 

･自由参加 
（投票できるのは全員の発表を

聞いた方） 

瀬戸高校の図書館まつりを見に行こう 

図書館一般開放期間に合わせ瀬戸市立図 

書館から参加します。 

テーマ“学校と怪談” 

11月 1日（金） 

午後 3時から 5時 

 

 

瀬戸高校 

 

 

 

・10/1（火）9時から 

電話で申込 

・20名（先着順） 

 

子ども一日司書 
カウンターでの図書の貸出・返却や本のカバーか 

けなど、図書館の仕事を体験してみよう！ 

11月 2日（土） 

午前 10時～午後 3時 

図書館 

 

 

･10/1(火)から 

QRコードで申込 

・対象：5・6年生 

６名（先着順） 

 

Administrator
テキストボックス
4



６年第３１号議案 

瀬戸市教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部改正について 

 瀬戸市教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部を改正する規則を次のよう

に定めるものとする。 

  令和６年１０月１日提出 

 

瀬戸市教育委員会  

教育長 加 藤 正 彦  

 

 

瀬戸市教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部を改正する規則 

 瀬戸市教育委員会教育長に対する事務委任規則（平成２７年瀬戸市教育委員会規則

第２号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

 

改正後 改正前 

（委任） 

第２条 委員会は、次に掲げる事務を除

き、その権限に属する事務を教育長に委

任する。 

⑴から⒁まで ＜省略＞ 

 

 

 ⒂ ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ 

（委任） 

第２条 委員会は、次に掲げる事務を除

き、その権限に属する事務を教育長に委

任する。 

⑴から⒁まで ＜省略＞ 

⒂ 市指定文化財の指定又はその解除

に関すること。 

⒃ ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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（理 由） 

 この案を提出するのは、瀬戸市教育委員会教育長に対する事務委任規則の改正は、

瀬戸市教育委員会決裁規程第４条第４号に該当するため、教育委員会の議決を求める

必要があるからである。 
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６年第３２号議案 

瀬戸市教育委員会決裁規程の一部改正について 

 瀬戸市教育委員会決裁規程の一部を次のように改正するものとする。 

  令和６年１０月１日提出 

 

瀬戸市教育委員会  

教育長 加 藤 正 彦  

 

 

瀬戸市教育委員会決裁規程の一部改正 

 瀬戸市教育委員会決裁規程（昭和６３年瀬戸市教育委員会訓令第１号）の一部を次

のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

 

改正後 改正前 

（教育委員会の決裁事項） 

第４条 教育委員会は、おおむね次の事項

を決裁する。 

⑴から⒁まで ＜省略＞ 

 

 

 ⒂ ＜省略＞ 

（教育委員会の決裁事項） 

第４条 教育委員会は、おおむね次の事項

を決裁する。 

⑴から⒁まで ＜省略＞ 

⒂ 市指定文化財の指定又はその解除

に関すること。 

⒃ ＜省略＞ 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 

（理 由） 

 この案を提出するのは、瀬戸市教育委員会決裁規程の一部を改正するにあたり、教

育委員会の議決を求める必要があるからである。 
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６年第３３号議案 

瀬戸市教育委員会公告式規則の一部改正について 

 瀬戸市教育委員会公告式規則の一部を改正する規則を次のように定めるものとす

る。 

  令和６年１０月１日提出 

 

瀬戸市教育委員会  

教育長 加 藤 正 彦  

 

 

瀬戸市教育委員会公告式規則の一部を改正する規則 

 瀬戸市教育委員会公告式規則（昭和６０年瀬戸市教育委員会規則第１号）の一部を

次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

 

改正後 改正前 

（規則の公布及び規程の公表） 

第２条 規則を公布しようとするとき又

は教育委員会の定める規程を公表しよ

うとするときは、公布又は公表の旨の前

文、年月日及び教育長の氏名を記入しな

ければならない。 

２ 規則の公布又は規程の公表は、瀬戸市

公告式条例（昭和３６年瀬戸市条例第６

号）第２条第２項に規定する掲示板に掲

示して行う。 

 

（規則の公布） 

第２条 規則を公布しようとするときは、

公布の旨の前文及び年月日を記入して、

その末尾に教育長が署名しなければな

らない。 

 

２ 規則の公布は、瀬戸市公告式条例（昭

和３６年瀬戸市条例第６号）第２条第２

項に規定する掲示板に掲示して行う。 

 

（教育委員会の定める規程の公表） 

第３条 教育委員会の定める規程で公表 
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（規則及び規程の施行期日） 

第３条 前条第１項の規則及び規程は、

当該規則又は規程に特別の定めがある

ものを除くほか、公布及び公表の日か

ら起算して１０日を経過した日から施

行する。 

を要するものを公表しようとするとき

は、公表の旨の前文、年月日及び教育

長の氏名を記入し、教育長印を押さな

ければならない。 

２ 前条第２項の規定は、前項の規程に

ついて準用する。 

（規則及び規程の施行期日） 

第４条 規則及び前条第１項の規程は、

当該規則又は規程に特別の定めがある

ものを除くほか、公布及び公表の日か

ら起算して１０日を経過した日から施

行する。 

  附 則 

 この規則は、令和６年１０月１１日から施行する。 

 

（理 由） 

 この案を提出するのは、教育委員会規則の改正は、瀬戸市教育委員会決裁規程第４

条第４号に該当するため、教育委員会の議決を求める必要があるからである。 
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６年第３４号議案  

   瀬戸市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止に 

ついて  

瀬戸市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則を廃止する規則を次

のように定めるものとする。  

  令和６年１０月１日提出  

瀬 戸 市 教 育 委 員 会   

教育長 加 藤  正 彦   

 

   瀬戸市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則を廃止する規則  

瀬戸市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則（令和６年瀬戸市

教育委員会規則第３号）は、廃止する。  

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。  

 

 

 （理 由） 

 この案を提出するのは、瀬戸市公民館の設置及び管理に関する条例施行

規則の廃止は、瀬戸市教育委員会決裁規程第４条第４号に該当するため、

教育委員会の議決を求める必要があるからである。  
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６年第３５号議案 

   瀬戸市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則の制定について 

瀬戸市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則を別紙のように定めるも

のとする。 

  令和６年１０月１日提出 

 

                       瀬 戸 市 教 育 委 員 会 

                       教育長 加 藤  正 彦 

 

 

（理 由） 

 この案を提出するのは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２３条

第１項に基づく条例に定める特定社会教育機関の施設、設備、組織編制その他

の管理運営の基本事項について規則を定めるにあたっては、法第３３条第３項

に基づき、教育委員会と協議する必要があるからである。  
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瀬戸市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則をここに公布する。  

令和６年  月  日 

瀬戸市長  川 本 雅 之  

瀬戸市規則第   号 

瀬戸市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則  

（趣旨）  

第１条 この規則は、瀬戸市公民館の設置及び管理に関する条例（令和５

年瀬戸市条例第１６号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事

項を定めるものとする。  

（使用期間の制限）  

第２条 同一の施設等（瀬戸市公民館（以下「公民館」という。）の施設、

附属設備及び備品をいう。以下同じ。）を連続して使用できる期間は、

７日間とする。ただし、市長は、特に必要があると認める場合は、この

期間を超えて施設等を使用させることができる。  

２ 前項の期間には、休館日を含めないものとする。  

（使用の許可等）  

第３条 条例第７条第１項又は条例第１２条の規定による許可を受けよう

とする者（以下「申請者」という。）は、使用許可申請書（以下「申請

書」という。）を市長に提出しなければならない。  

２ 申請書は、使用しようとする日（連続して２日以上使用しようとする

場合は、その初日）の前月の市長が定める日から前日（係員の配置を要

しない日を除く。）までに提出するものとする。ただし、市長が特別の

事情があると認めるときは、この限りでない。  

３ 市長は、施設等の使用の許可をしたときは、使用許可書を申請者に交

付するものとする。  
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（許可事項の変更）  

第４条 使用者（前条第３項の規定により施設等の使用の許可を受けた者

をいう。以下同じ。）は、当該許可を受けた事項を変更しようとする場

合は、使用許可変更申請書に使用許可書を添付して市長に提出しなけれ

ばならない。  

２ 市長は、使用許可書に記載された事項の変更を許可したときは、使用

変更許可書を当該変更の申請をした使用者に交付するものとする。  

（使用許可申請の取下げ）  

第５条 使用者は、施設等の使用許可申請を取り下げようとする場合は、

使用許可申請取下書に使用許可書又は使用変更許可書を添付して市長に

提出しなければならない。  

（使用許可書等の提示）  

第６条 使用者は、施設等を使用しようとする場合は、使用許可書又は使

用変更許可書を使用する公民館の係員に提示し、施設等の使用に必要な

指示を受けなければならない。  

（使用料の還付）  

第７条 条例第１０条ただし書の規定により還付することができる使用料

の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。  

⑴ 条例第１４条第１項第１号又は第２号の規定により施設等の使用の

許可を取り消した場合  既に納付した使用料（以下「既納使用料」と

いう。）の額の１００分の５０に相当する額  

⑵ 条例第１４条第１項第４号又は第５号の規定により施設等の使用の

許可を取り消した場合  既納使用料の額に相当する額  

⑶ 市長が公益上その他特に必要があると認める場合  既納使用料の額

に相当する額  
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２ 前項第１号の規定による額に１０円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り上げるものとする。  

３ 使用者は、使用料の還付を受けようとする場合は、使用料還付請求書

を市長に提出しなければならない。  

（使用料の減免）  

第８条 条例第１１条の規定により減免することができる使用料の額は、

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。  

⑴ 市又は市の機関が主催して使用する場合  使用料の額に相当する額  

⑵ 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１６１条の規定により

個人演説会を開催する場合（条例第９条第２項に該当するときに限

る。） 使用料の額の３分の１に相当する額  

⑶ その他市長が公益上特に必要があると認める場合  市長が相当と認

める額  

２ 前項第３号に該当する使用者は、使用料の減免を受けようとする場合

は、使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長

が必要でないと認めるときは、当該減免申請書の提出を省略させること

ができる。  

（入館の制限）  

第９条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、公民館の入館

を禁止し、又は退館を命ずることができる。  

⑴ 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認める者 

⑵ 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認める者 

⑶ その他施設等の管理上支障があると認める者 

（入館者等の遵守事項）  

第１０条  公民館に入館した者及び使用者（以下「入館者等」という。）
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は、次に掲げる事項を守らなければならない。  

⑴ 施設内及びその敷地内において喫煙をしないこと。  

⑵ 所定の場所以外の場所において火気を使用しないこと。  

⑶ 市長の承認を得ないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。  

⑷ 他人に危害を加え、又は迷惑となる物品を携帯しないこと。  

⑸ その他市長の指示すること。  

（損傷等の届出）  

第１１条  入館者等は、施設等を損傷し、又は滅失した場合は、直ちに市

長に届出をし、必要な指示を受けなければならない。  

（指定管理者に管理を行わせる場合の読替規定）  

第１２条  条例第１７条の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合

は、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。  

読み替える規定  読み替えられる字句  読み替える字句  

第２条、第３条、第４

条、第５条、第７条、

第８条、第９条、第１

０条及び第１１条  

市長  指定管理者  

第２条、第３条、第４

条、第６条、第７条及

び第８条  

使用  利用  

第３条  使用許可申請書  利用許可申請書  

第３条、第４条、第５

条及び第６条 

使用許可書  利用許可書  
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第４条  使用許可変更申請書  利用許可変更申請書  

第４条、第５条及び第

６条 

使用変更許可書  利用変更許可書  

第４条、第５条、第６

条、第７条、第８条及

び第１０条  

使用者  利用者  

第５条  使用許可申請  利用許可申請  

使用許可申請取下書  利用許可申請取下書  

第７条  既納使用料  既納利用料  

使用料還付請求書  利用料還付請求書  

第７条及び第８条  使用料  利用料  

第８条  使用料減免申請書  利用料減免申請書  

（委任）  

第１３条  この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。  

附 則 

 （施行期日）  

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２ この規則の施行の日前に瀬戸市公民館の設置及び管理に関する条例施

行規則を廃止する規則（令和６年瀬戸市教育委員会規則第  号）による

廃止前の瀬戸市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則（令和６年

瀬戸市教育委員会規則第３号）の規定によりなされた申請、使用許可そ

の他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。  
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６年第３６号議案  

   瀬戸市文化財保護条例施行規則の廃止について  

瀬戸市文化財保護条例施行規則を廃止する規則を次のように定めるもの

とする。  

  令和６年１０月１日提出  

瀬 戸 市 教 育 委 員 会   

教育長 加 藤  正 彦   

 

   瀬戸市文化財保護条例施行規則を廃止する規則  

瀬戸市文化財保護条例施行規則（昭和５２年瀬戸市教育委員会規則第

１号）は、廃止する。  

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。  

 

 

 （理 由） 

 この案を提出するのは、瀬戸市文化財保護条例施行規則の廃止は、瀬戸

市教育委員会決裁規程第４条第４号に該当するため、教育委員会の議決を

求める必要があるからである。  
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６年第３７号議案  

   瀬戸市スポーツ推進委員に関する規則の廃止について  

瀬戸市スポーツ推進委員に関する規則を廃止する規則を次のように定め

るものとする。  

  令和６年１０月１日提出  

瀬 戸 市 教 育 委 員 会   

教育長 加 藤  正 彦   

 

   瀬戸市スポーツ推進委員に関する規則を廃止する規則  

瀬戸市スポーツ推進委員に関する規則（昭和３８年瀬戸市教育委員会

規則第１号）は、廃止する。  

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。  

 

 

 （理 由） 

 この案を提出するのは、瀬戸市スポーツ推進委員に関する規則の廃止は、

瀬戸市教育委員会決裁規程第４条第４号に該当するため、教育委員会の議

決を求める必要があるからである。  
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令和６年１１月　教育委員会日程表

日 曜日

1 金
2 土
3 日
4 月
5 火
6 水
7 木
8 金
9 土
10 日
11 月
12 火
13 水

14 木
定例教育委員会事前打合せ
定例教育委員会

瀬戸市役所３階　３０１会議室
瀬戸市役所４階　庁議室

午後１時３０分～
午後２時００分～

全委員

15 金
16 土
17 日
18 月
19 火
20 水
21 木
22 金
23 土
24 日
25 月
26 火
27 水
28 木
29 金
30 土

定例教育委員会事前打合せ
定例教育委員会

瀬戸市役所３階　３０１会議室
瀬戸市役所４階　大会議室

午後１時３０分～
午後２時００分～

全委員

件　　　　　　　名

12月12日(木)

Administrator
テキストボックス
19











Administrator
テキストボックス
別添資料






